
共済事業のご案内 

 
 

安全互助会は次の事業を行います 
 
　○　学校の管理下で発生した生徒の災害にスポーツ振興センターに上乗せして給付します 
　○  ＰＴＡの管理下で発生したＰＴＡ会員と生徒の災害に給付します 
　 
　○  高校生の心身の健康と安全のための普及啓発事業を実施します 
 

みんなで加入し高校生活とＰＴＡ活動に安心と充実を
 
１　加入できる生徒及び保護者（ＰＴＡ会員）　　　 
  　  安全互助会と加入契約した学校(単Ｐ）に在籍している、原則として日本スポーツ振興センター
　　に加入している生徒及びその保護者（ＰＴＡ会員） 
　　　なお、加入した生徒の保護者（ＰＴＡ会員）は、手続きなく共済事業の加入者となります。 
      加入の手続きについては、学校から案内があります。 
 
２　会費 
  (1) 生徒（保護者の会費を含む） 
　　・　全日制課程・中等教育学校・専攻科の生徒　１，４００円 
    ・　定時制課程の生徒    　　　　　　　　　　　　７００円 
  (2) ＰＴＡ会員で所属する単位ＰＴＡに保護する子女が在籍していない方  ２００円（会費改正） 
 
３　共済期間（給付の対象となる災害の発生期間） 
      加入年度の４月１日〔新入生は入学日〕から３月３１日〔卒業生は卒業日〕までの期間に発生し
　　た災害 
 
４　共済金の給付対象となる活動の範囲 
  (1) 生徒　「学校の管理下」及び「ＰＴＡの管理下」で発生した災害 
　(2) 保護者・ＰＴＡ会員等  「ＰＴＡの管理下」で発生した災害 

「学校の管理下」とは 
      ①　生徒が法令の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合 
      ②　生徒が学校の教育計画に基づく課外指導を受けている場合 
　　　③　上記の他、生徒が休憩時間中に学校にある場合、その他校長の指示又は承認に基づいて
　　　　学校にある場合 
      ④　生徒が通常の経路及び方法により通学する場合 
「ＰＴＡの管理下」とは 
　　　①　ＰＴＡ会員等がＰＴＡ総会など会則に基づく手続きを経て決定された、ＰＴＡが主催又
　　　　は共催する行事（学校が主催する行事のうち予めＰＴＡが組織的に参加することを決めた
　　　　行事を含む）に参加している場合 
　　  ②　生徒がスポーツ振興センターの給付対象とならない活動のうち、ＰＴＡが主催又は共催
　　　　する活動に参加している場合 
      ③　生徒やＰＴＡ会員等が合理的な経路及び方法により自宅と会場の間を移動する場合

 
 
 
 
 
 
 
 
 



５　共済給付の区分及び共済金 
　　ここからは、共済金の給付に関する規程の概要を掲載しています。詳しい内容については､「共済

　約款」や「事業方法書」を参照して下さい。 
  (1)　生　徒 
 
  　死亡共済金 　　　   １，０００万円 
   学  （通学中又は突然死の場合はその２分の１の額）
 　校 
 　の 　障害共済金 　　　   最高１，２００万円 
 　管   　障害の等級ごとに定める額（通学中の災害に起因する場合はそ
 　理 の２分の１の額）
 　下 
  　傷病共済金   同一災害についてスポーツ振興センター給付額が、ひと月に１万
   円以上の場合にその４割の額（百円未満は切り捨て）。 
   　ただし、初回月分が１万円未満の場合でも、初回月分と翌月分
   の合計が１万円以上のときは対象とする。（本会からの給付額の限
 度はひと月につき４万円）
 

  特別死亡共済金  　　　  １，５００万円 
  Ｐ  （通学中又は突然死の場合はその２分の１の額）
　Ｔ 
　Ａ  特別障害共済金 　　 　  最高１，５００万円 
　の   　障害の等級ごとに定める額（通学中の災害に起因する場合はそ
　管 の２分の１の額）
　理 
　下  特別傷病共済金    スポーツ振興センターと同様の算定方法により 
    算定した額が同一月で５千円以上の場合に算定した額（ただし、

 災害の発生の日からその日を含めて１８０日以内）

学・Ｐ  歯科補綴共済金  保険外診療で歯科補綴を行った場合に、１本につき４万円を限度
　共  に２本まで（通学中の災害の場合はその２分の１の額）
　通

　(2)　ＰＴＡ等  

  Ｐ ＰＴＡ死亡共済金       ４００万円 
　Ｔ  （移動中又は突然死の場合はその２分の１の額）
　Ａ 
　の ＰＴＡ障害共済金       最高４００万円   
　管    障害の等級ごとに定める額（移動中の災害に起因する場合はそ
　理 の２分の１の額)
  下

ＰＴＡ傷病共済金    入　院   7～30日　　５万円 
           31日以上  １０万円     1災害1回限り 
   通　院 　３日以上 　 １万円     1災害1回限り

○　「障害」関係の共済金はスポーツ振興センターの区分した等級を適用します。例えば､「障害共済
　金」の場合､１級は1,200万円、14級は25万円です。 
 
　※（一般事業） 

   香料給付事業   生徒が死亡した場合で､スポーツ振興センター及び本会の共済金の給付
対象とならなかったときに10万円を給付



６　共済金を支払わない場合あるいは制限する主な場合 

　・　被害を被った場合で加害者から損害賠償を受けたとき（「死亡」及び「障害」の場合を除く） 
　・　被共済者の重大な過失による場合 
　・　被共済者の自殺行為(スポーツ振興センターの給付対象となった場合を除く）、犯罪行為又は闘
　　争行為による場合 
  ・  被共済者の無資格での自動車等の運転中、酒に酔った状態又は麻薬等の影響により、正常な運

　　転ができないおそれがある状態での運転中の場合 
　・  被共済者の妊娠、出産、早産又は流産の場合 
　・  戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱等の事変又は暴動の場合 
　・　地震もしくは噴火又はこれらによる津波の場合 
　・　旅行・集団宿泊的行事における航空機、船舶及び車両等の事故の場合 

　・　核燃料物質等の放射性、爆発性等による災害の場合 
　・  頸部症候群（むちうち症）、腰痛等で医学的他覚所見のない場合 
 
７　加入・共済金請求手続き 
    加入手続き 
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関　連　事　業 

　１　健康安全普及啓発事業（生徒の心身の健康と安全に係る健康普及啓発事業） 
　　・　生徒の健康や安全に係る専門家による実技講座や講演等の普及啓発事業 
　２　助成事業（生徒の心身の健康と安全に係る高校教育関係諸団体への助成事業） 
  　・　北海道高等学校長協会調査研究部生徒指導委員会 
　　・　北海道高等学校養護教諭研究会 
　３　広報事業（財団法人及び共済事業への理解を促す広報事業） 
　　・  「安全互助会だより」の発行・配布（８月、２月） 
　　・  「共済事業の手引」の発刊・配布     　　 
  ４　共催事業（北海道高等学校ＰＴＡ連合会と共催した諸事業） 
 
 
  本会ではホームページを開設しています。 http://www.h-anzen.com/ 
  共済金給付に関する規程（共済約款、事業方法書）、Ｑ＆Ａ、加入手続きなどが掲載されています。 
  令和８年度の様式２・３は変更になっておりますので、ホームページよりダウンロードして、使用
してください。


